
法令等遵守
■当金庫の取組方針

顧客保護

1．当金庫における顧客保護とは次を指します。　　
　①お客様への取引、商品説明及び情報提供を適切にかつ
十分に行うこと。

　②お客様からのご相談や苦情に親切に誠意をもってお応え
すること。また、紛争はエスカレートすることのないように速や
かにしかも円満に解決すること。

　③当金庫が保有するお客様に係る情報（以下、顧客情報と
言います。）を厳格に管理すること。

　④顧客保護に関し、当金庫の関連会社1社を十分に指導・
管理すること。

　⑤その他当金庫が顧客保護のために必要であると判断した
事柄を速やかに実行に移すこと。

2．顧客保護にあたり当金庫では、保護の対象を次のように考
えています。

　①保護すべきお客様とは、当金庫及び関連会社1社がお客
様に提供している業務やサービスのご利用者全てを指しま
すが、この中には取引開始手続中等これから取引をいただく
方も含めて考えております。

　②保護すべき顧客情報とは、住所・氏名・名称、電話番号な
どの特定者を直接識別できる情報ですが、それに止まらず、
他の情報と合わせれば容易に特定者を識別できるものも含
めて考えております。さらに、文字情報のみならず、映像・音
声なども保護対象とします。

■顧客保護

経営理念

信用金庫の特性

預金 融資 有価証券 収益状況

信用金庫は、会員制度による協同組織金融機関です。ご融資は原則として会員の方を対象としていますが、会員
以外の方へのご融資も一定の範囲で行うことができます。ご預金については、会員・非会員を問わず皆様から広く
お預かりすることができます。

豊田信用金庫は、地域の皆様にお役に立つコミュニティ・バンクを目指し、「貢献」「健全」「幸福」を
経営理念として、地域にあって地域とともに歩んでまいります。

　信用金庫は、営業地区や会員資格が定められており、会員1人1票制の民主的な運営により、会員の立場に立った経営を行って
います。なお、運営上、当金庫は総会に代えて会員の代表による総代会により、会員の意見を経営に反映しています。

営業地区

会員制度

会員資格
信用金庫の営業地区に
＊ただし、個人事業者で常時使用する従業員の数が300人を超える場合、または法人事業者で常時使用する従
業員の数が300人を超え、かつ資本金が9億円を超える場合は、信用金庫の会員となることはできません。

お住まいの方 転居確実な方事業所をお持ちの方＊ お勤めの方

貢献

健全 幸福

　当金庫では、お客様の多様な
ニーズにお応えするため、さまざまな
タイプの商品を取り揃えております。
　今後とも、お客様にご満足いた
だける新しい商品やサービスの提
供に努めてまいります。
　期末残高は前年比3.2％増加し
て1兆8,873億円となりました。

　適切なリスク管理、運用収益の
安定化、資金の効率化などを目指
して、総合的なALM（資産・負債の
管理）の観点から有価証券投資を
行っております。なお、安全性第一
を心掛けて、国債や地方債、高格
付の社債など債券を中心に運用し
ております。
　期末残高は前年比3.2％減少し
て4,161億円となりました。

　収益面では、積極的な融資の推
進や効率的な資金運用、徹底した
コストの見直し・節減などにより、業
務純益は35億円、経常利益で
38億円、当期純利益は28億円
となりました。

　地域の業況は、徐々に持ち直し
の動きが見られるものの、依然厳し
い状況が続いておりますが、お取引
先の資金ニーズに積極的に対応し
た結果、期末残高は前年比3.3％
増加して9,546億円となりました。

信用金庫は地縁・人縁を基礎とする特性をもった協同組織金融機関であり、定款によって営業地区が限定されて
います。当金庫の営業地区は愛知県（15市3郡）と岐阜県・長野県の一部となっています。なお、店舗42ヶ店はす
べて愛知県内に配置しています。（2025年7月現在）

1．当金庫は、業務のあらゆるプロセスで法令やルール遵守を
重んじる企業風土作りを目指し、その向上に取組んでいま
す。当金庫が企業倫理の確立や不祥事防止を図るために
は、こうした風土作りが重要であり、何より地域の皆さまから
お寄せいただいている厚い信頼にお応えし、発展させていく
ために“なくてはならないもの”と認識しています。

2．このため、経営陣は、法令遵守を経営上の最重要課題とし
て位置づけ、内部管理基本方針に基づいた的確かつ実効
性のあるコンプライアンス態勢の確立に努めています。

3．今年度は、①お客様からのご要望に対し、より的確なご提案

ができるよう、業務知識や法令等への知識を高めること、②
当金庫のあらゆる現場において、コンプライアンスに沿った
正しい判断が行われ、万一、不適切な兆候を把握した場合
は、直ちに改善が図れるような態勢作りに取組んでまいりま
す。

　　また、顧客情報の漏えい防止、反社会的勢力との関係遮
断並びに疑わしい取引への対処についても、適切に対応し
てまいります。

1．「法令等遵守方針」を明示し、それに則して、コンプライアン
スに関する基本規程や基本マニュアルを制定し、コンプライ
アンスの骨格を構築しています。

2．組織体制としては、「理事会」「常務会」のほか、協議機関と
して理事長を委員長とする「コンプライアンス委員会」及び、
その下に企画・諮問機関として「コンプライアンス運営会
議」を設置しています。

　　日常活動においては、本部の統括部門（リスク統括部法
務室）と各部店に配置した「コンプライアンス管理責任者
（所属長）」及び「リスク管理担当者」が緊密に連携しなが
ら、コンプライアンス相互チェック活動（営業店による自主的
なコンプライアンス改善活動）等を進めています。また、不祥
事件等の未然防止の観点から、統括部門等による臨店調

査を通して、営業店における業務の適切性や規程等の理
解度を向上させるために必要な指導を行っています。また、
過度なルール、手順に対しては、積極的に協議し、見直しを
図ってまいります。

■法令等の遵守態勢

基本姿勢

基本目標

お客様とふれあい
お客様と考え
お客様と歩む

健全経営の徹底
営業基盤の拡充
人材（財）の育成
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経営理念と基本姿勢・目標

業績の概要


